
 

 

令和２年８月 18 日 
参考資料 

（県政・都道府県記者クラブ同時送付） 

 
令和２年度渉外知事会による要望の実施について 
 
本日、米軍基地が所在する 15 都道府県の知事で構成する渉外関係主要都道府県知
事連絡協議会（渉外知事会 会長：神奈川県知事 黒岩 祐治）は、次のとおり、基地
対策に関する要望を関係政府機関に行いましたので、お知らせします。 
※ 例年は直接要望活動を行っておりましたが、本年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

要望書を郵送します。 

 

１ 要望先 

内閣総理大臣 安 倍 晋 三 

総務大臣 高 市 早 苗 

外務大臣 茂 木 敏 充 

財務大臣 麻 生 太 郎 

厚生労働大臣 加 藤 勝 信 

国土交通大臣 赤 羽 一 嘉 

環境大臣 小 泉 進次郎 

防衛大臣 河 野 太 郎 

防災担当大臣 武 田 良 太 

内閣官房副長官補 髙 橋 憲 一 

 

２ 要望内容 

 ・ 令和２年度 基地対策に関する要望書の概要（別添１） 

・ 渉外知事会による日米地位協定の改定７本の柱の要望（別添２） 

・ 基地対策に関する要望書の昨年度要望からの主な変更点（別添３） 

 

３ 特別要請の実施について 

（別添「在日米軍における新型コロナウイルス感染症対策に関する特別要請」） 

  本年５月、在日米軍基地における感染症の発生状況等の適時・適切な公表等を求

める緊急要請を実施し、その後、在日米軍は基地ごとの感染者数等を公表するように



 

 

なりました。 

   一方で、沖縄県の米軍基地において大規模な感染が明らかになるなど、基地周辺

住民の方々の安全と安心に関わる事態が次々に発生していることから、感染防止策

の実施や検疫の強化等について、外務大臣及び防衛大臣に対し、特別要請を実施

しました。 

問合せ先  

神奈川県政策局基地対策部基地対策課 

課長   長谷川   電話 045-210-3370 

課長代理 江藤    電話 045-210-3375 

 

 



  

令和２年度 基地対策に関する要望書の概要 
 

 

「基地対策に関する要望書」及び「基地対策に関する要望書（別冊）」の２冊で構

成。 

 

 

○「基地対策に関する要望書」の概要 

【重点要望】 

国に対して重点的に要望する事項を、趣旨を踏まえて分かりやすく３つの大き

な柱としている。 

特に、「日米地位協定の改定」については、地位協定に盛り込むべき項目、内容

を明確にして、７本の柱、19 項目の改定として整理している。 

なお、重点要望については、文書による回答を求める。 

   
＜３つの大きな柱＞ 

１ 基地の整理、縮小及び早期返還の促進 

  

  ２ 日米地位協定の改定 

① 基地使用の可視化 

② 環境条項の新設 

③ 騒音軽減及び飛行運用の制限等に係る条項の新設 

④ 国内法適用の拡充 

⑤ 基地内の安全管理及び基地の外における活動の制限に関する条項の新設 

  ⑥ 米軍、米軍構成員等による事件・事故の防止と措置の充実 

⑦ 地元意見の聴取に係る仕組みの新設 

   

３ 国による財政的措置等の新設・拡充 

   ① 基地交付金等の増額等 

② 地域振興策の新設・拡充 

③ 基地跡地の返還に係る支援 

④ 駐留軍等労働者対策及び離職者対策の拡充・強化 

 

 

○「基地対策に関する要望書（別冊）」の概要 

「基地対策に関する要望書」のうち、要望事項「２ 日米地位協定の改定に係る

要望」、「３ 日米地位協定の運用改善に係る要望」、「４ 日米地位協定の補足協定

に係る要望」について別冊としている。 

別添１ 



渉外知事会による日米地位協定の改定７本の柱の要望 

 

①  基地使用の可視化 

基地の使用に関しては、米側の裁量に委ねられている部分が多く、基地の実情

が見えず、周辺住民は大きな不安を抱えている。そのため、日米間の合意事項も

含め、できる限り基地の実情等が見えるようにすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  環境条項の新設 

基地内の環境問題は、周辺住民の生命、健康に重大な影響を与える可能性があ

る。そのため、日米地位協定に規定のない環境条項を新たに盛り込むこと。また、

環境補足協定については、環境に影響を及ぼす可能性がある場合には、通報の有

無に関わらず、立入調査を行えるよう、運用改善を図ること。さらに、通報の基

準については、「在日米軍に係る事件・事故発生時における通報手続（外務省仮

訳）」のうち、環境補足協定と関連する事項について、環境に影響を及ぼす可能

性がある事件・事故等が発生した場合及び発生した疑いがある場合にまで拡大す

ること。 

加えて、環境に影響を及ぼす事故が現に発生した場合の迅速な情報提供と円滑

な立入り、返還前の早期の立入りの実現、基地内外の環境汚染に関する日米両政

府で共有された情報の公開など、実効性のある運用を通じて基地内外の環境対策

の強化が着実に図れるよう努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

③  騒音軽減及び飛行運用の制限等に係る条項の新設  

   米軍飛行場及び訓練場周辺や飛行ルート及び訓練空域下の住民は、飛行訓練等

（第２条関係、施設・区域の提供等） 
◇「個々の施設及び区域（以下「基地」という。）に関する協定については、使用目的、使

用範囲、使用条件等を詳細に記載するとともに、その内容を日本国政府が定期的に審査す
ること」 
（第３条関係、施設・区域に関する措置） 

◇「公務遂行のため、日本国政府や地元地方公共団体の人員が基地内への立ち入りを求めた
場合は、速やかに応ずること。また、その際、公務を遂行する上で、必要かつ適切なあら
ゆる援助を与えること」 
（第25条関係、合同委員会合意） 

◇「日米合同委員会の合意事項は速やかに公表すること」 

（第３条関係、施設・区域に関する措置） 

◇「生活環境の保全等に係る環境条項を新たに設け、基地内において国内環境法令を適用す
るとともに、日米両国政府の責任において基地の特殊性に応じた措置を講ずること」 
（第４条関係、施設の返還） 

◇「基地の返還にあたっては、日米両国政府の責任において環境調査を実施・公表し、環境
の浄化や障害物件の撤去等の適切な措置を講じた上で返還すること」 

別添２ 



により航空機の騒音被害や航空機事故に対する不安等、大きな負担を強いられて

いる。そのため、騒音軽減や飛行運用の制限等に関する条項の新設をすること。 

 

 

 

 

 

④  国内法適用の拡充 

   我が国の法令は、在日米軍の活動には原則として適用されていない。公共の安

全確保に万全を期すため、米軍の活動に航空法令、環境法令、保健衛生に関する

法令など、周辺住民の生活に大きな影響を与える可能性の高い分野について、国

内法令を適用すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 基地内の安全管理及び基地の外における活動の制限に関する条項の新設 

米軍の活動は、基地周辺住民の生命、健康に重大な影響を与える可能性がある。 

そのため、日米地位協定に規定のない基地内の安全管理に関する責務と日米の相互

協力に係る条項を新たに盛り込むこと。また、飛行訓練など基地外における訓練・

演習について日本政府との事前協議を義務付ける条項を新設すること。 

（第23条関係、安全確保のための措置） 
◇「基地内における米軍の活動については、安全管理に万全を期すなど、基地周辺住民の安

全・安心の確保に責任をもって実施すること。また、日米の関係機関が、基地内の貯蔵物
等について情報を共有するなど、日米両国が相互に協力して、基地周辺住民の安全確保に
努めること」 

（第25条関係、合同委員会） 
◇「飛行訓練など基地の外における米軍の演習・訓練については、必要最小限とし、事前に

安全措置等について日本政府と協議を行うことを規定すること」 

 

 

⑥ 米軍、米軍構成員等による事件・事故の防止と措置の充実 

   米軍構成員等による事件・事故への適切な対応は基地問題の重要課題の一つで

（航空機の騒音軽減措置、飛行運用関係） 
◇「市街地や夜間、休日等の飛行制限、最低安全高度を定める国内法令の適用等、航空機の

騒音軽減措置や飛行運用に関する制限措置を行うこと」 

（第５条関係、入港料・着陸料の免除） 
◇「米軍の艦船及び航空機が港湾、空港を使用する場合は、国内法令を適用すること。ま

た、緊急時以外の民間空港の使用を禁止すること」 
（第９条関係、米軍構成員等の地位） 

◇「人、動物及び植物に対する検疫並びに人の保健衛生に関して、国内法令を適用するこ
と」 
（第16条関係、日本法令の尊重義務） 

◇「米軍機の飛行について最低安全高度を定める航空法令、航空機騒音の環境基準を定める
環境法令を適用するなど、米軍の活動に国内法を適用することを明記し、公共の安全確保
に万全を期すこと。 



ある。米軍構成員等に対する教育・研修などの事件・事故を防止するための取組

みに努めること。また、関係する地方公共団体や住民への情報提供や被害者への

補償を適切に行うとともに、事故時の日本側の権限等を明確にし、事件・事故時

の措置を充実すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 地元意見の聴取に係る仕組みの新設 

   基地が所在する地方公共団体では、航空機による事故や騒音、部隊の再編等に

伴う生活環境への影響など、基地に起因する様々な問題が発生している。こうし

た問題解決のためには、地元地方公共団体の意向を聴取し、その意向を反映でき

る仕組みが不可欠であることから、新たに規定を設けること。 

 

 

 

（第３条関係、施設・区域に関する措置） 
◇「基地に起因又は関連する事故が発生した場合、事故の大小及び施設・区域の内外にかか

わらず速やかに事故等の情報を関係する地方公共団体に提供するとともに、地域住民にも
速やかに適切な情報提供を行い、二次災害防止のための適切な措置を取ること」 
（米軍構成員等による事件・事故の防止に係る条項の新設） 

◇「米国政府は、平素より、米軍構成員等に対し教育・研修を徹底するなど、事件・事故を
防止するための取組みに努めること。また、教育研修にあたっては、地元地方公共団体の
意見を反映するなど、実効性の向上に努めること」 
（第17条関係、裁判権） 

◇「日本国が第１次裁判権を有する場合、米国は日本側から被疑者の拘禁の移転要請がある
ときには、速やかにこれに応ずること」 

◇「基地の外における米軍財産について、日本国の当局が捜索、差押え又は検証を行う権利 
を行使すること」 

◇「基地の外における事故現場等の必要な統制は、日本国の当局の主導の下に行われること」 
（第18条関係、請求権の放棄） 

◇「公務外の米軍構成員等が起こした事件・事故等であっても、当事者間での解決が困難な
場合で、被害者への損害賠償額が満たされないときには、日米両国政府の責任において補
償が受けられるようにすること」 

◇「米国の当局は、日本国の裁判所の命令がある場合、米軍構成員又は軍属に支払うべき給
料等を差し押さえて、日本国の当局に引き渡さなければならないこと」 

（第25条関係、合同委員会） 

◇「基地の運用等に関して地元地方公共団体の意見を聴取し、その意向を尊重するととも
に、日米合同委員会の中に基地を有する地方公共団体の代表者の参加する地域特別委員会
を設置すること」 



 

 

                              

 

【基地対策に関する要望書の昨年度要望からの主な変更点】 

要望内容の変更 

 

（１）環境補足協定に基づく立入調査の運用改善を求め、さらに米軍からの通 

報の基準を拡大する要望を追加した。 

＜施策・制度・予算編 P.3＞ ＜別冊日米地位協定関係 P.ⅱ＞ 

旧（令和元年度） 新（令和２年度） 

② 環境条項の新設  

（略） 

また、環境補足協定については、環

境に影響を及ぼす事故が現に発生した

場合の迅速な立入り、返還前の早期の

立入りの実現、基地内外の環境汚染に

関する日米両政府で共有された情報の

公開など、実効性のある運用を通じて

基地内外の環境対策の強化が着実に図

れるよう努めること。 

② 環境条項の新設  

（略） 

また、環境補足協定については、環

境に影響を及ぼす可能性がある場合に

は、通報の有無に関わらず、立入調査

を行えるよう、運用改善を図ること。

さらに、通報の基準については、「在

日米軍に係る事件・事故発生時におけ

る通報手続（外務省仮訳）」のうち、

環境補足協定と関連する事項につい

て、環境に影響を及ぼす可能性がある

事件・事故等が発生した場合及び発生

した疑いがある場合にまで拡大するこ

と。 

加えて、環境に影響を及ぼす事故が

現に発生した場合の迅速な情報提供と

円滑な立入り、返還前の早期の立入り

の実現、基地内外の環境汚染に関する

日米両政府で共有された情報の公開な

ど、実効性のある運用を通じて基地内

外の環境対策の強化が着実に図れるよ

う努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添３ 



 

 

（２）普天間飛行場等において、健康への影響が懸念される高濃度のＰＦＯＳ

等が検出されたことから、地方公共団体が基地内への立入調査を求めた際

には、費用負担などを含め、国へ協力を求め、また住民の健康への影響が

懸念される場合は、必要に応じて健康調査実施を求めることとした。 

＜別冊日米地位協定関係 P.20＞ 

旧(令和元年度) 新（令和２年度） 

別冊 P.20 

（新設） 

＜地方公共団体による環境調査等への協力及び健康調査の実施＞ 

【要望先：外務省・環境省・防衛省】 

（キ）健康への影響が懸念される物質が基地周辺で検出される場

合は、国において原因究明のための調査を実施し、調査結果に基

づく適切な対応を行うとともに、必要に応じて住民を対象とした

健康に係る調査を行うこと。 

また、環境被害等が発生し、地方公共団体が重要性や緊急性を

踏まえ、その発生源を特定するために基地内の調査を求めた際に

は協力するとともに、その対策に係る費用負担など、適切な対応

策をとること。 

 

（３）普天間飛行場において、ＰＦＯＳ等を含む泡消火剤の漏出事故が発生 

したことなどから、適正な管理、処分を求めることとした。 

＜別冊日米地位協定関係 P.20＞ 

旧(令和元年度) 新（令和２年度） 

別冊 P.20 

（新設） 

 

 

＜泡消火剤【有機フッ素化合物（PFOS・PFOA）】の適正処理＞ 

【要望先：外務省・環境省・防衛省】 

（ケ）泡消火剤については、有機フッ素化合物（PFOS、PFOA）を

含まないものに切り替えるとともに、日本国内法及び日本環境管

理基準（JEGS）に基づいて、適切に保管、点検、処分すること。 

 また、切り替え後、保管されている泡消火剤は処分までの間、

使用しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（４） 米軍基地において日本人警備員による基地外での銃携行事件が発生し

たため、国内法令に疑義が生じることがないよう万全を期すことを求め

る要望を追加した。 

＜施策・制度・予算編 P.33＞    

旧（令和元年度） 新（令和２年度） 

(1) 駐留軍等労働者対策  

  （略） 

併せて、労働条件の向上を図るとと 

もに、労働法令に則った労働安全衛生

や地震・津波など大規模災害時の安全

確保が円滑に図られるよう努めるこ

と。 

(1) 駐留軍等労働者対策  

（略） 

併せて、労働条件の向上を図るとと 

もに、労働法令に則った労働安全衛生

や地震・津波など大規模災害時の安全

確保が円滑に図られるよう努めるこ

と。 

加えて、駐留軍等労働者が勤務中に 

基地外で武器を携帯することがないよ

う、また国内法令に照らして疑義が生

じることがないよう万全を期すこと。 

 



 

 

 

 

 

 

在日米軍における新型コロナウイルス 

感 染 症 対 策 に 関 す る 特 別 要 請 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

令和２年８月18日 

 

渉外関係主要都道府県知事連絡協議会 

（略称：渉外知事会） 

  



 

外 務 大 臣  茂 木  敏 充   殿 

防 衛 大 臣  河 野  太 郎   殿 
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在日米軍における、新型コロナウイルス感染症対策については、本

年５月 27日に、本協議会として、適時・適切な情報の公表や在日米軍

における感染防止対策の強化等を要請いたしました。その後、７月に

在日米軍は、従来の方針を改め、基地ごとの感染者数等を公表するこ

ととなり、また、在日米軍基地を通じて入国する全ての人員に対し、

ＰＣＲ検査を実施することが発表されました。本協議会の要請に応え

ていただいたものであり、この間の政府のご尽力に感謝申し上げます。 

一方で、沖縄県の米軍基地において大規模な感染が明らかになるな

ど、基地周辺住民の方々の安全と安心に関わる事態も次々に発生して

おります。これまで発生した事態や対策をしっかりと検証し、今後、

在日米軍における新型コロナウイルス感染症対策について、常に最善

の措置が取られるよう、改善を図っていく必要があります。つきまし

ては、次の事項について、早急に実施するよう強く要請いたします。 

 

１ 沖縄県の米軍基地での感染拡大について、早期に原因を究明する

とともに、原因に応じた感染防止策を実施すること。 

沖縄県の米軍基地では、７月以降、300 人を超える感染者が確認さ

れるなど大規模な感染が発生しましたが、未だに原因が究明されて

いません。早急に原因を究明するとともに、原因に応じた感染防止

対策をとることを求めます。 

 

２ 平成 25 年の日米合同委員会合意に基づく衛生当局間の情報提供

については、迅速かつ的確に行われるよう米側に働きかけること。   

また、同合意に位置付けられていない米軍基地と衛生当局間の情

報交換が可能となるよう早急に仕組みづくりを行うこと。 

沖縄県の米軍基地における感染情報については、当初の段階では、

日米合同委員会合意に基づく必要な情報提供が迅速に行われず、課

題が生じたと認識しています。患者発生時の行動履歴などの情報提

供は、衛生当局が必要な対策を取るための基礎であるため、常に迅

速かつ的確に行われるよう、米側に働きかけることを求めます。   

また、同合意締結後に設置された米軍施設についても、必要な情

報が迅速に提供されるよう、米側に働きかけることを求めます。 

さらに、同合意に位置付けられていない米軍基地と衛生当局間の

情報交換が可能となるような仕組みを早急に構築することを求めま

す。  



３ 地域における日米当局間の協議など、関係機関が連携するための

仕組みづくりを行うこと。 

沖縄県からの働きかけにより、日米の実務者による会議が設置さ

れましたが、現行の日米合同委員会合意には、感染者が生じた場合

等に日米の衛生当局が具体的にどのように連携するのか示されてい

ません。衛生当局間の協議の在り方も含め、関係機関が連携するた

めの仕組みづくりについて、国が主導して行うことを求めます。 

 

４ 米軍関係者による空港利用に関し、検疫体制を強化するとともに、

米軍関係者が、感染拡大防止のため国や自治体が定めたルールを順

守するよう、米側に働きかけること。 

７月 12 日には、岩国基地所属の米軍関係者が羽田空港で入国後、

我が国が定める検疫ルールを無視する形で岩国基地まで移動し、そ

の後感染していたことが明らかになりました。このようなことは本

来あってはならないことであり、感染拡大防止のため、容易にルー

ルを破られないよう、検疫体制を強化するとともに、国や自治体が

定めたルールを順守するよう、米側に働きかけることを求めます。 

 

５ 検疫の対象や方法について、日米間で適宜協議を行うこと。また、

原則として日本国内法令が定める基準に従って行われるよう、日米

間で早急に取り決めること。 

７月 24 日に、在日米軍基地を通じて入国する全ての人員に対し、

ＰＣＲ検査を実施することが発表されましたが、検疫は水際対策の

根幹であるため、対象や方法について、日米間で適宜協議を行うこ

とを求めます。また、原則として日本国内法令が定める基準に従っ

て行われるよう、日米間で早急に取り決めることを求めます。 

 

６ 駐留軍等労働者等の感染防止対策に万全を期すこと。 

  在日米軍基地には、多くの駐留軍等労働者が勤務しています。こ

の方々の安全を守るため、感染防止対策に万全を期すことは国の重

要な責務です。日米間でしっかりと連携し、駐留軍等労働者の方々

の感染防止対策に努めることを求めます。 

また、基地に出入りする事業者や、米軍が直接雇用している基地

内施設の従業員等についても、基地内における感染防止対策の強化

について、米側に働きかけることを求めます。 


